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   第 7 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

平成26年12月12日（金曜日） 

            午前９時58分開議 

            午前11時33分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成26年度熊本県一般会計補   

  正予算（第６号） 

 議案第７号 平成26年度熊本県一般会計補 

  正予算（第７号） 

 議案第14号 専決処分の報告及び承認につ 

  いて 

 議案第15号 熊本県知事の権限に属する事 

  務処理の特例に関する条例の一部を改正 

  する条例の制定について 

 議案第16号 熊本県一般職の職員等の給与 

  に関する条例等の一部を改正する条例の 

  制定について 

 議案第17号 熊本県情報公開条例の一部を 

  改正する条例の制定について 

 議案第18号 熊本県個人情報保護条例の一 

  部を改正する条例の制定について 

 議案第19号 熊本県税条例の一部を改正す 

  る条例の制定について 

 議案第28号 工事請負契約の締結について 

 議案第30号 当せん金付証票の発売につい 

  て 

 請第52号 教育費負担の公私間格差をなく 

  し、子どもたちにゆきとどいた教育を求 

  める私学助成請願 

 請第50号 県立能楽堂建設及び付属美術館 

  建設推進に関する請願 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に 

  ついて 

報告事項 

 ①熊本県地域防災計画の見直し修正事項に 

  関する取組状況について 

 ②交通系ＩＣカード利用環境整備事業に付 

  された附帯決議への対応について 

 ③空港ライナー試験運行の概況報告 

   ――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 杉 浦 康 治 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員(１人） 

        委  員 岩 下 栄 一 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

         公室長 田 嶋    徹 

       危機管理監 古 閑 陽 一 

        秘書課長 大 村 裕 司 

        広報課長 松 永 正 伸 

    危機管理防災課長 岡 田   浩 

  知事公室付政策調整監 白 石 伸 一 

総務部 

         部 長 岡 村 範 明 

理事兼県中央広域本部長兼 

    市町村・税務局長 楢木野 史 貴 

       政策審議監 木 村   敬 

      総務私学局長 仁 木 徳 子 

        人事課長 青 木 政 俊 

  首席審議員兼財政課長 福 島 誠 治 

    県政情報文書課長 本 田 雅 裕 

総務事務センター長 古 谷 秀 晴 

  首席審議員兼管財課長 吉 永 一 夫 

      私学振興課長 橋 本 有 毅 

市町村行政課長兼 

  県央広域本部総務部長 原     悟 
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     市町村財政課長 竹 内 信 義 

      消防保安課長 田 原 牧 人 

         税務課長 斉 藤 浩 幸 

企画振興部 

         部 長 島 崎 征 夫 

       政策審議監 栁 田 誠 喜 

   地域・文化振興局長 田 中 浩 二 

交通政策・情報局長 坂 本   浩 

  首席審議員兼企画課長 小 原 雅 晶 

     地域振興課長兼 

  県央広域本部振興部長 横 井 淳 一 

      文化企画課長 吉 永 明 彦 

       政策監兼 

文化・世界遺産推進室長 本 田   圭 

     首席審議員兼 

川辺川ダム総合対策課長 福 山 武 彦 

      首席審議員兼 

      交通政策課長 吉 田   誠 

      情報企画課長 家 入   淳 

       統計調査課長 上 田 英 典 

出納局 

  会計管理者兼出納局長 伊 藤 敏 明 

  首席審議員兼会計課長 福 島   裕 

      管理調達課長 田 上 英 充 

人事委員会事務局 

         局 長 田 中 伸 也 

  首席審議員兼総務課長 吉 富   寛 

       公務員課長 井 上 知 行 

監査委員事務局 

         局 長 牧 野 俊 彦 

         監査監 草 野 武 夫 

         監査監 瀬 戸 浩 一 

         監査監 千 羽 一 樹 

議会事務局 

         局 長 佐 藤 伸 之 

     次長兼総務課長 後 藤 泰 之 

 議事課審議員兼課長補佐 鹿 田 俊 夫 

      政務調査課長 冨 永 章 子 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 槇 原 俊 郎 

     政務調査課主幹 福 島 哲 也 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○田代国広委員長 それでは、ただいまから

第７回総務常任委員会を開会します。 

 本委員会に付託された議案等を議題とし、

これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。説明に当たっては、効率よく進めるため

に着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、総務部長から総括説明をお願い

します。 

 

○岡村総務部長 おはようございます。 

 今回提案しております議案の概要につきま

して御説明申し上げます。 

 まず、一般会計補正予算につきましては、

議案第１号といたしまして、地域医療介護総

合確保基金関係で約36億円を計上するほか、

いわゆるゼロ県債などの債務負担行為を設定

しております。 

 また、議案第７号といたしまして、熊本県

人事委員会勧告に基づく職員給与改定関係で

約27億3,000万円を計上いたしております。 

 このほか、熊本県一般職の職員等の給与に

関する条例等の一部を改正する条例の制定や

専決処分の報告、承認につきましても、あわ

せて御提案、御報告申し上げております。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また、詳細な内容

及び条例等議案につきましては各課長からそ

れぞれ御説明申し上げますので、よろしく御

審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

○田代国広委員長 次に、財政課長から、平

成26年度12月補正予算等の概要について説明

をお願いします。 
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○福島財政課長 財政課でございます。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 12月補正予算の概要でございます。 

 今回の一般会計補正予算は、まず議案第１

号、通常分といたしまして、地域医療介護総

合確保基金の積み立てや、基金を活用し、県

内の医療機関等の情報ネットワークの構築を

支援する事業などの予算を計上いたしており

ます。 

 また、債務負担行為として、早期発注によ

り来年度前半の事業量を確保するため、いわ

ゆるゼロ県債などを設定しております。 

 また、議案第７号職員給与改定分といたし

まして、県人事委員会勧告に基づき、給料や

期末・勤勉手当等の引き上げに伴う職員給与

費を計上しております。 

 これらによりまして、12月補正予算は、通

常分と職員給与改定分とを合わせて63億2,70

0万円の増額補正となり、補正後の予算規模

は7,456億7,600万円となります。 

 下段は、会計別の内訳でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３ページにかけまして、歳入予算の内訳で

す。 

 今回の補正予算では、地域医療介護総合確

保基金の財源となる９の国庫支出金と、その

基金を事業に活用するための12の繰入金が多

くなっております。 

 また、13の繰越金は、今回の補正予算に伴

う一般財源に充てるものでございます。 

 ４ページをお願いします。 

 ５ページにかけて、歳出予算の内訳でござ

います。 

 １の一般行政経費では、地域医療介護総合

確保基金の積立金や職員給与改定などで49億

7,000万円を計上しております。 

 また、５ページの２の投資的経費では、基

金を活用した地域医療等の情報ネットワーク

整備などで13億5,700万円を計上しておりま

す。 

 なお、それぞれ説明欄に、補正額に係る主

な事業を記載させていただいております。 

 ６ページをお願いします。 

 ７ページにかけまして、今回の補正に伴い

必要となる地方債の補正でございます。 

 続きまして、８ページをお願いいたしま

す。 

 予算の専決処分の報告でございます。 

 11月21日の衆議院解散に伴い、衆議院議員

総選挙と最高裁判所裁判官の国民審査に要す

る経費につきまして、11月25日に11億8,600

万円の補正を行ったものでございます。 

 以上が予算の総括説明でございます。よろ

しくお願い申し上げます。 

 

○田代国広委員長 次に、関係課長から順次

説明をお願いします。 

 

○青木人事課長 人事課でございます。 

 資料の12ページをお願いいたします。 

 総務部の平成26年度12月補正予算総括表を

ごらんください。 

 職員給与改定分の補正につきましては、本

年10月に行われました人事委員会勧告を踏ま

えた給与改定に伴う全庁共通の事柄ですの

で、各課からの説明に先立ちまして人事課か

ら説明をさせていただきます。なお、改定の

詳細につきましては、後ほど関係条例案につ

いて御説明する際に改めて説明をさせていた

だきたいと存じます。 

 それでは、人事課の例で御説明をします。 

 表の一番上、人事課の欄でございますが、

職員給与改定分補正額の欄に記載の2,211万

5,000円の補正をお願いしております。これ

は職員給与費の452万5,000円と退職手当の1,

759万円を合計したものでございます。 

 今申し上げた職員給与費については、人事

委員会勧告を踏まえた給与改定に伴うもので

あり、全所属共通の事柄でございます。 

 退職手当につきましては、知事部局職員分
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を人事課で一括計上しており、今回退職手当

算定の基礎となる給料月額の改定に伴い、増

額が必要となるものでございます。 

 各所属における補正額につきましては、補

正予算総括表の職員給与改定分補正額の欄に

記載のとおりでございますので、各所属から

の説明は省略させていただきます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○松永広報課長 広報課でございます。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定につきまして、平成27

年度に、広報関係業務として5,600万円余、

首都圏広報業務として1,000万円余を限度額

として計上しております。 

 広報関係業務につきましては、広報誌の制

作、テレビ広報及びウエブ活用広報の３つの

事業、そして、首都圏広報につきましては、

首都圏におけるパブリシティーサポート業務

をいずれも新年度当初から実施できるよう

に、年度内に業務委託契約を締結する必要が

ございます。企画コンペの実施等により契約

締結まで期間を要するため、12月議会で提案

するものでございます。 

 広報課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○岡田危機管理防災課長 危機管理防災課の

岡田でございます。 

 説明資料の11ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 繰り越しの３億5,400万円は、本年度から

平成28年度までの工事を予定しております防

災行政無線システム再整備工事の本年度予算

額約５億7,700万円の一部につきまして、契

約繰り越しを行うものでございます。 

 この事業の詳細につきましては、後ほど条

例等議案の中で御説明させていただきたいと

思っております。 

 危機管理防災課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○橋本私学振興課長 資料の13ページをお願

いいたします。 

 債務負担行為の設定につきまして、熊本時

習館構想関連事業として、平成27年度に2,20

0万円余を限度額として計上しております。

これは熊本時習館海外チャレンジ推進事業の

海外チャレンジ塾業務と熊本時習館特別支援

相談員派遣事業の２つの事業について取りま

とめて計上しております。 

 海外チャレンジ塾は、海外進学を目指す中

高生を対象に、英語力向上のためのウエブ講

座や実践的な進学指導などを実施し、海外進

学を総合的に支援するものです。 

 特別支援相談員派遣事業は、発達障害に関

する専門家を各私立学校に派遣し、教職員研

修や生徒に関する助言等の支援を行うもので

す。 

 いずれも、４月から継続して生徒や学校へ

の支援を行うには、年度内に委託契約を締結

する必要があることから、債務負担行為を設

定するものでございます。 

 次に、資料の14ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費についてでございますが、私立

学校施設耐震化促進事業の平成26年度予算額

のうち11億1,800万円について、平成27年度

への繰り越しをお願いするものでございま

す。 

 本年度は、耐震診断の補助として13棟、耐

震補強として８棟、耐震改築として21棟を見

込んでおりますが、うち耐震補強の２棟、耐

震改築の19棟につきましては、年度内の事業

完了が困難な状況となっており、繰越明許費

の設定をお願いするものです。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○斉藤税務課長 税務課でございます。 
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 説明資料15ページをお願いいたします。 

 税務総務費で2,440万円余の増額補正をお

願いしているところです。これは、ふるさと

くまもと応援寄附金が予想以上に増加してい

ることから、感謝の品に係る経費などの増額

をお願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。御審議方よろし

くお願いいたします。 

 

○家入情報企画課長 情報企画課でございま

す。  

 資料の17ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございますが、これ

は、本庁と地域振興局とを結ぶ熊本県総合行

政ネットワーク等の管理、運営に係る平成27

年度の業務委託につきまして、平成27年４月

１日から委託するために本年度内に契約事務

を行う必要があることから、債務負担行為の

設定をお願いするものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○田上管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 資料の19、20ページで御説明いたします。 

 まず、19ページでございます。 

 同じく、債務負担行為の追加でございま

す。 

 まず、給食業務でございますが、限度額１

億800万円余でございます。主な内容は、消

防学校、警察学校等の６件の給食業務委託で

ございます。 

 続きまして、20ページをお願いいたしま

す。 

 まず、県有施設等管理業務でございます

が、限度額780万円余から限度額26億600万円

余へ、25億9,800万円余の増額でございま

す。これは地域振興局等の庁舎清掃や設備機

器運転監視などに係る業務委託151件分が含

まれております。 

 次に、情報処理関係業務でございますが、

限度額３億1,800万円余から限度額８億6,300

万円余へ、５億4,400万円余の増額でござい

ます。これは電子入札システムの運用、補修

などに係る業務委託20件分でございます。 

 最後に、事務機器等賃借でございますが、

限度額14億9,700万円余から限度額19億1,200

万円余へ、４億1,400万円余の増額でござい

ます。主な内容は、事務用パソコンリースな

ど７件分でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○原市町村行政課長 市町村行政課です。 

 23ページをお願いいたします。 

 12月２日公示、あさって14日投開票の衆議

院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査に

必要となります投票用紙の印刷、ポスター掲

示場設置、選挙公報の発行、投票所、開票所

の経費等につきまして、市町村への交付金も

含めて11億8,600万円余を要しますことか

ら、専決処分を公示日前に行ったものでござ

います。 

 説明は以上です。 

  

○青木人事課長 人事課でございます。 

 資料の24ページをお願いいたします。 

 第15号議案熊本県知事の権限に属する事務

処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例についてでございます。資料の28ページ、

条例案の概要で御説明をいたします。 

 １、条例改正の趣旨でございますが、熊本

県知事の権限に属する事務の一部を市町村に

移譲することなどに伴い、関係規定を整理す

るものでございます。 

 ２、主な改正内容です。 

 (1)ですが、今回、市町村との協議が調っ

た２つの事務について、市町村へ移譲するこ

ととしております。１つは、熊本市北区植木

町区域と津奈木町に移譲する火薬類取締法に
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基づく譲渡または譲受及び消費等の許可等に

関する事務、もう一つは、八代市と天草市に

移譲する農地法に基づく事務のうち、農地の

転用許可等に関する事務でございます。 

 (2)(3)(4)は、規定の整理等の法制上の整

理でございまして、現行の取り扱いを変える

ものではございません。(2)は、いわゆる風

致条例の廃止に伴い、事務を条例から削除す

るものでございます。関係法令の改正に伴

い、県の事務ではなくなったことに伴うもの

でございます。(3)は、当該事務の根拠が規

則から法律に変わったことなどによる規定の

整理等です。(4)は、法律番号の修正などに

伴うものでございます。 

 ３、施行期日です。 

 平成27年４月１日を基本としております

が、(1)のうち農地転用許可等に関する事務

については、移譲に一定の時間を要すること

から、平成27年７月１日としております。 

 続きまして、資料29ページをお願いいたし

ます。 

 第16号議案熊本県一般職の職員等の給与に

関する条例等の一部を改正する条例について

でございます。 

 先ほど給与改定に係る補正予算案について

御説明したところでございますが、その改定

の根拠となる条例でございます。資料66ペー

ジの条例案の概要で説明をさせていただきま

す。 

 １、条例改正の趣旨です。 

 人事委員会勧告を踏まえ、職員の給料月額

や期末・勤勉手当などの諸手当を改定するた

め、条例の改正を行うものです。 

 また、これにあわせまして、知事や県議会

議員などの特別職の期末手当についても、従

来から国における事務次官など指定職の取り

扱いに準じて改定されていることを踏まえ、

関係条例の改正を行うものでございます。 

 ２、改正する条例です。 

 ここに記した11本の条例を一括して改正す

るものでございます。 

 ３、主な改正内容です。 

 (1)の一般職の給料表の改定につきまして

は、平均で0.55％の引き上げを行うもので

す。 

 (2)は、期末手当及び勤勉手当について、

支給月数の改定を行うものです。①平成26年

度の支給月数ですが、一般職員については、

現行の年間支給月数3.95月を0.15月引き上げ

4.1月とし、この0.15月の引き上げを12月支

給分で行うものです。知事、県議会議員等の

特別職については、年間2.95月を0.15月引き

上げまして3.10月とし、この引き上げを同じ

く12月期で行うものでございます。②平成27

年度の支給月数でございますが、年間支給月

数は今年度と変えず、６月と12月の支給月数

のバランスを調整することとしております。 

 (3)は、初任給調整手当の上限額の引き上

げです。これは、医師や獣医師の人材確保の

ために支給している手当でございますが、条

例に規定する手当の上限額について改定を行

うものでございます。引き上げの具体的内容

は記載のとおりです。 

 (4)は、単身赴任手当の基礎額の引き上げ

です。これは単身赴任に伴う２重生活により

生じる負担を軽減するために支給されるもの

でございます。 

 67ページをお願いいたします。 

 (5)は、単身赴任手当の加算額の引き上げ

です。これは配偶者宅との交通費や通信連絡

費に相当する費用として支給するものでござ

います。 

 (6)は、再任用職員を単身赴任手当の対象

に加えるものでございます。 

 ４、施行期日でございます。 

 ３の(1)の給料表、(3)の初任給調整手当、

そして(4)の単身赴任手当基礎額の改定につ

きましては、平成26年４月１日にさかのぼっ

て適用する、３の(2)①の今年度の期末・勤

勉手当の支給月数改定につきましては、改正
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条例の公布日に施行し、平成26年12月１日に

さかのぼって適用する、その他のものにつき

ましては、平成27年４月１日から施行すると

しております。 

 人事課の説明は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○本田県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 68ページをお願いいたします。 

 議案第17号熊本県情報公開条例の一部を改

正する条例の制定についてでございます。資

料69ページの条例案の概要で御説明申し上げ

ます。 

 １の条例改正の趣旨についてでございます

が、今回の改正は、独立行政法人通則法の一

部改正に伴い、関係規定を整理するものでご

ざいます。 

 ２の主な改正内容といたしましては、行政

文書の開示義務の規定におきまして、不開示

情報の例外とされる公務員等の定義のうち、

特定独立行政法人を行政執行法人に改めるも

のでございます。  

 施行期日につきましては、独立行政法人通

則法の改正とあわせ、平成27年４月１日とい

たしております。 

 続きまして、70ページ、議案第18号熊本県

個人情報保護条例の一部を改正する条例の制

定についてでございます。１枚めくりまし

て、72ページの条例案の概要で御説明申し上

げます。 

 １の条例改正の趣旨についてでございます

が、まず１点目は、情報公開条例の一部改正

と同様に、独立行政法人通則法の一部改正に

伴い、関係規定を整理するものでございま

す。 

 ２点目は、個人情報保護制度審議会の所掌

事務に、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律、いわ

ゆる番号法の規定により、特定個人情報保護

評価に関する事項を加えるものでございま

す。 

 ２の主な改正内容についてでございます。 

 まず(1)は、自己情報の開示義務の規定に

おきまして、不開示情報の例外とされる公務

員等の定義のうち、特定独立行政法人を行政

執行法人に改めるものでございます。 

 (2)(3)は、個人情報保護制度審議会の所掌

事務に、番号法及び国の特定個人情報保護委

員会規則の規定に基づく特定個人情報保護評

価の実施に当たって、評価書に記載された特

定個人情報ファイルの取り扱いについて意見

を述べることを加え、また、所掌事務の追加

に伴い、委員定数を増加するものでございま

す。 

 (4)は、これらの改正に伴い、関係規定の

整理を行うものでございます。 

 施行期日につきましては、(1)の改正内容

については平成27年４月１日、それ以外の改

正内容につきましては公布の日としておりま

す。なお、委員の任期につき、所要の経過措

置を設けております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○斉藤税務課長 税務課でございます。 

 説明資料73ページをお願いいたします。 

 第19号議案熊本県税条例の一部を改正する

条例の制定についてでございます。説明資料

74ページの条例の概要で御説明申し上げま

す。 

 熊本県控除対象特定非営利活動法人の規定

の基準、手続などに関する条例にのっとり、

特定非営利活動法人スペシャルオリンピック

ス日本・熊本から個人県民税の寄附金税額控

除の対象となる法人の指定の申し出があった

ため、今議会に環境生活部のほうから、同法

人を控除対象特定非営利活動法人として指定

する熊本県控除対象特定非営利活動法人を定

める条例が提案され、経済環境常任委員会で
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審議がされているところでございます。 

 これにあわせまして、県税条例において

も、地方税法のＮＰＯ法人への寄附金も条例

で個別に指定することで、寄附金税額控除の

対象とすることができる規定を受け、指定し

たＮＰＯ法人への寄附金も個人県民税への寄

附金税額控除の対象とすることができるよ

う、所要の改正を今回行うものでございま

す。 

 主な改正内容としまして、熊本県控除対象

特定非営利活動法人を定める条例で定める控

除対象特定非営利活動法人に対する寄附金に

つきまして、個人県民税の寄附金税額控除の

対象となるよう改正を行うものでございま

す。 

 施行期日は、公布の日の翌日でございま

す。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議

方お願いいたします。 

 

○岡田危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 説明資料の75ページをお願いいたします。 

 第28号議案工事請負契約の締結についてで

ございます。 

 工事名は、熊本県防災行政無線システム再

整備工事であります。工事内容は、県で設置

しております防災行政無線システム、これは

県機関と市町村等との間で災害情報の収集、

伝達を行うものでございまして、現在のシス

テムは整備から20年以上が経過していること

から、今回全面更新するものでございます。 

 工期は、契約締結の翌日から平成29年３月

３日まで。契約金額は、60億4,800万円。こ

れは消費税及び地方消費税を含むものでござ

います。契約の相手方は、日本無線・扶桑電

通・ＳＹＳＫＥＮ・電盛社特定建設工事共同

企業体であります。契約の方法は、一般競争

入札でございます。 

 なお、本工事の概要につきましては、次の

ページの76ページに記載しております。 

 危機管理防災課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○福島財政課長 財政課でございます。 

 77ページをお願いいたします。 

 当せん金付証票の発売についてでございま

す。 

 これは、いわゆる宝くじでございますが、

来年度の発売限度額を決めるものでございま

す。当せん金付証票法第４条の規定に基づき

まして、総務大臣へ発売許可を申請するに当

たり、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 発売総額は、昨年と同額の110億円以内と

しております。 

 以上、よろしく御審議をお願い申し上げま

す。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 質疑ありませんか。 

 

○荒木章博委員 １ページですけれども、早

期発注とゼロ県債の設定ということで、先般

の委員会でも申し述べたかと思うんですけれ

ども、県の発注率と国の発注率の規模、その

状況をお尋ねしたいと思います。 

 

○福島財政課長 財政課でございます。 

 公共事業等の発注率の件でございます。 

 県におきましては、県内の景気回復を着実

なものとするため、予算の早期執行に努めて

きたところでございます。その結果、９月末

での契約率、本年度上半期の契約率を申し上

げます。トータルで61.7％でございます。国

の目標が６割以上ということでございました

ので、これを達成したところでございます。

また、全国平均が58.8％ということでござい
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まして、それも上回ることができたところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 国が61.7％と平均が58.8％

とで、それ以上に上回っていると、今お話を

いただいたんですけれども、特に土木とか農

林というのは景気対策には非常に影響力があ

るというふうに思うんですよね。そういった

中に、これからの発注はどのくらい本年度の

予算であるのか、そこをお尋ねしたいと思う

んですが。 

 

○福島財政課長 先ほど契約率61.7％という

ことで申し上げましたが、事業費ベースでい

きますと、トータルで、繰り越し等も含めま

して、約1,700億円ほどでございます。した

がいまして、この61.7％上半期で発注を終え

たということでございます。したがいまし

て、残りの分を頑張って発注していくという

こととあわせまして、先ほど委員からもお話

がありましたゼロ県債ということで、今回ト

ータルで23億2,200万円ほど提案をさせてい

ただいております。 

 これは、今年度の契約を行うため、来年度

前半の事業量を確保しようということで、こ

れも県内景気の下支えにつながるだろうとい

うことで設定をさせていただきたいと思って

おります。 

 これにつきましても、昨年を１億3,000万

円ほど上回る額を設定させていただきたいと

思っておりますので、こういったものを活用

しながら発注に努めて、事業量を確保してい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 景気回復というのは、公共

工事の発注というのが一番前提だと思います

ので、引き続きお願いしたいと思います。 

 前半にもう１つだけお尋ねしたい。 

 13ページなんですけれども、熊本時習館構

想で、海外チャレンジに取り組むということ

で、きのう資料要求をして、朝からまだよく

見てないんですけれども、これは２年前から

計画をされていると思うんですけれども、そ

ういった中で、１回目がベネッセさんがとら

れて、その後継続という形でとられ、また、

これは債務負担行為でありますので、来年度

のやつもこの時点で発注を、予算化をしなき

ゃいけないということですけれども、そうい

ったところの意味もお尋ねしたいと思いま

す。 

 それとあわせて、これは何人の講師で――

これは真和高校で学習をすると聞いておりま

すけれども、大体生徒数と、その生徒の選定

の仕方ですね。そこをお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 熊本時習館海外チャレンジ推進事業につき

ましては、今先生の御説明がありましたとお

り、平成25年度から実施している事業でござ

います。 

 平成25年度につきましては、制度創設初年

度ということで、企画コンペということで実

施をさせていただきました。２年目の26年

度、今年度につきましては、前年度の企画コ

ンペの事業者の内容、また、今回熊本県で海

外チャレンジ塾という形でやっておりますけ

れども、海外進学に対応できる事業者という

のが、その時点ではベネッセコーポレーショ

ンしかございませんでしたので、26年度につ

きましては、単独随契で契約をさせてもらっ

ております。 

 来年度につきましては、今回債務負担行為

の設定をちょっとお願いしているところでご

ざいますけれども、海外チャレンジ塾の委託

事業者につきましては、海外大学進学に必要

な情報提供、ノウハウ、また、生徒のＴＯＥ
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ＦＬ、英語能力の向上のための専門的な能

力、また、海外進学に通用できる対応能力を

持った生徒を育成するためには、当初ベネッ

セコーポレーションのみであるということで

今年度はやっておりましたけれども、新しく

大手の予備校、また教育大手事業者が海外大

学受験に対応した専門コースを開設するな

ど、動きがあっております。こうしたことか

ら、平成27年度につきましては、企画コンペ

を実施し、最もすぐれた企画内容を採用する

こととしたいと考えております。 

 次に、講師が何名ということでの御質問で

すけれども、ベネッセコーポレーションから

講師６人ということで派遣してもらって、生

徒の指導、育成に当たってもらっているとこ

ろでございます。 

 また、生徒数につきましては、今年度、現

時点で公立、私立も含めて116名の生徒が海

外チャレンジ塾で学んでおります。 

 また、選考の考え方なんですけれども、選

考に当たっては、平成25年度の企画コンペの

ときも、審査会という形で設けて選考を行っ

ております。また、来年度、平成27年度の事

業者を選定するに当たっても、同様に審査会

という形で設けてやりたいと思っておりま

す。 

 学生の選考につきましては、能力レベルチ

ェックというのをやりまして、英語の能力に

応じたクラス分けをしております。内容につ

きましては、海外進学コースとグローバル人

材育成コースということでやっておりまし

て、生徒の募集に当たっては、前年度の評定

平均値が3.5以上の生徒を募集しておりまし

て、また、海外進学を目指す生徒につきまし

ては、海外進学コースという形でやっており

ます。また、将来的に海外進学を目指す生徒

につきましては、グローバル人材育成コース

ということでやっておりまして、基本的には

応募者全員、グローバル人材育成コースにつ

きましては全員受講をしていただく形にはな

っております。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 橋本課長さんの人間性が出

てですね。とつとつと、人間性が、すばらし

い方ですのでですね。 

 この時習館の――時習館構想という中で海

外チャレンジというのは、ちょっと僕は違う

んじゃないかなと思うんだけれども、しか

し、この取り組みというのは非常に評価をさ

れる取り組みだというふうに思っているんで

すね。 

 これは真和高校を借りて、これだけの予算

をつけて、この次が３年目ということで、債

務負担の予算を組んでいるということなんで

すけれどもね。このベネッセという企業は大

丈夫ですか、企業は。 

 

○橋本私学振興課長 ベネッセにつきまして

は、海外難関大学進学に対する指導力につき

まして実績がありまして、現在ベネッセでや

っております事業として、ルートＨという形

で海外難関大学に多くの生徒を進学させてお

ります。 

 また、留学センターというのを設けており

まして、海外大学進学に関しての情報の把

握、またその辺の情報提供という形で実績が

ありますので、25年度、26年度、ベネッセコ

ーポレーションに委託いたしまして、実績を

上げてもらっているところでございます。 

 

○荒木章博委員 わかりました。 

 ことし、情報漏えいがありましたね、この

会社。そういうことで僕は大丈夫かと、熊本

県のこの情報漏えいはなかったのかというこ

とを尐し心配をしたということですね。 

 企業としては、これは最高の企業で取り組

んでおられて、例えば今116名かな、の方た

ちが勉強していると。それは週に何回とか、

例えば、そこにどのくらいの募集があって、
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どのくらいの受け入れができているのかと、

そこあたりを説明をしていただければいいん

じゃないかなというふうに思っています。 

 それとあわせて、これは真和高校の先生方

はほとんど入らないんですね。ただ、ここに

おられる６名の方々の――まあ、真和高校は

優秀な先生たちが多いからですね。木村さん

の奥さんを初めね。だから、それは別にし

て、これは６人の講師でやっているのかとい

うことを尋ねているんですよ。 

 

○橋本私学振興課長 海外チャレンジ塾につ

きましては、２つの大きく事業内容がありま

して、１つは、海外進学コースで、ウエブ講

座というのを実施しております。 

 ウエブ講座につきましては、週１回、１回

当たり２時間で、毎週生徒を集めて、協力を

ということで真和高の場所を借りて、東京の

ほうの講師とやりとりをする形で授業を行っ

ております。 

 また、グローバル人材育成コースにつきま

しては、２カ月に１回程度、年間５回のＴＯ

ＥＦＬ対策講座等を実施してやっておりま

す。 

 現在、生徒数につきましては、海外進学コ

ースが23名、グローバル人材育成コースが93

名で、先ほど御説明がありましたとおり、11

6名の生徒が、英語能力向上、また将来の海

外進学を目指して一生懸命頑張っているとこ

ろでございます。 

 また、応募が何名あったかということにつ

きましては、今年度、３月17日から募集を開

始し、４月25日に募集を締め切ったところで

ございますけれども、総計112名の生徒さん

から応募があったという状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 ことしは尐し減っているん

ですか。 

 

○橋本私学振興課長 はい。その後、追加募

集という形で２回ほどさせてもらいまして、

現時点で116名ということで、生徒数がふえ

ております。112名から応募がありまして、

当初、海外進学コース22名、グローバル人材

育成コース86名、108名で当初スタートした

ところでございます。 

 

○荒木章博委員 もうわかりました。わかり

ました。 

 人数が詳細でなくてもいいんですけれど

も、やっぱりこの時習館の英語取り組みとい

うのは、非常に評価をすべきことだと思うん

ですよね。それで、上田校長も、わざわざ自

分の学校を貸してやられるということで、非

常に評価の高い取り組みだというふうに思う

んですけれども、もっと僕は広げてという

か、２次募集をしなければ来ないというふう

なことではなくて、何らかのそれだけの評

価、発表とか、その後の受けた子供たちの、

もう２年間たっているわけですから、そうい

うあたりを発表したりとか、こういうことを

熊本県はやっているんだということをです

ね。全国で類例がないと思うんですけれども

ね。 

 総務部長、そういうところで、どういうふ

うに今後これを、まあせっかくこれだけの予

算を組んで、特別に時習館構想という名で、

海外旅行で、真和高校でやるんだから、そこ

あたり総務部長は何かもっと――２次募集を

しなきゃいかぬようなことじゃ寂しいものだ

から、せっかくこれだけの立派なことをやる

んですから。いかがでしょうか。 

 

○岡村総務部長 数値的なことではっきり申

し上げられなくて申しわけなかったんですけ

れども、いわゆる若者の、何といいますか、

内向き志向から外に向かって出ていくんだと

いう、そういう教育をやろうというようなこ

とでございます。 
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 今先生からお話ありましたように、全国か

ら注目を浴びておりますのは、本当にありが

たいことだと思っております。いろんなマス

コミの関係者、それから、そういった関係の

雑誌等々にも取り上げていただきまして、非

常にいい取り組みだということで評価をいた

だいております。 

 我々としましては、26年度――25から始め

たものですから、尐し充実をさせながらとい

うこともあって、応募の方がそんなに爆発的

にはふえておりませんけれども、そういった

全国での取り組みの評価、あるいは今先生お

っしゃいましたような経験者の体験、そうい

ったものをきちっと、これは公立、私立問わ

ず周知をさせまして、たくさん応募があるよ

うにまた取り組んでいきたいと思いますし、

いろんなところにもこちらのほうから情報提

供して、取り上げてもらうような工夫をして

いきたいというふうに思っております。 

 ありがとうございます。 

 

○荒木章博委員 １校に偏らず、いろんな私

立、公立問わずということを先ほどの説明で

ありましたので、広く、県内の学校あるわけ

ですから、そういったところからも募集をか

けて、英語にも非常に頑張りたい、海外にも

チャレンジしたいという子供たちの――せっ

かくこれだけ、３年目に入り、債務負担をか

けてこの委員会にも上程をされるわけですの

で、グローバル的に今後も取り組んでいただ

きたいと、かように要望して終わります。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○内野幸喜委員 この最後のページの財政

課、当せん金付証票の件が出ていますけれど

も、これとはまた別なんですけれども、宝く

じのコミュニティー助成事業ってあります

ね。これは地域振興課になるんですかね。 

 一時期、民主党政権時代に、これは事業仕

分けの対象になったんじゃなかったかなと思

うんです。これは、結構各自治体では、公民

館とかをこういったものでつくりたいと、こ

れでつくったところって結構助かったところ

はあるんです。その後、これは減っているん

ですか。そこをお聞かせいただければなと思

います。 

 

○横井地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 コミュニティー助成事業、制度自体はずっ

と続いております。今もたくさん申請はござ

いますけれども、若干ですが、採択される数

が尐しずつ減っているという状況にはござい

ます。 

 

○内野幸喜委員 その大枠が減ったというこ

とですかね、予算的に。どうなんですか、そ

こは。 

 

○横井地域振興課長 宝くじの発売額によっ

て変動する制度でございますので、そういう

意味で採択する件数自体が尐し減っていると

いう状況でございます。 

 

○内野幸喜委員 じゃあ、当時の事業仕分け

云々とかではなくて、販売数によって、まあ

販売自体が減ってきて、それで減ってきたと

いう認識でいいんですか。どうなんですか、

そこは。 

 

○横井地域振興課長 おっしゃるとおりだと

思います。 

 

○内野幸喜委員 そういう認識でいいんです

か。 

 

○横井地域振興課長 はい。 

 

○内野幸喜委員 わかりました。 
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○田代国広委員長 ほかにありませんか。―

―なければ、これで質疑を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第７号、第14号から第19号ま

で、第28号及び第30号について、一括して採

決したいと思いますが、御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外９件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外９件は、原案のとおり可

決または承認することに決定いたしました。 

 次に、本委員会に付託されました請願を議

題とし、これについて審査を行います。 

 それでは、請第52号教育費負担の公私間格

差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育

を求める私学助成請願について、執行部から

状況の説明をお願いします。 

 

○橋本私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 請第52号教育費負担の公私間格差をなく

し、子どもたちにゆきとどいた教育を求める

私学助成請願について御説明申し上げます。 

 この請願は、熊本私学助成をすすめる会か

らのものでございます。 

 趣旨は、公私立間の学費、教育条件の格差

をなくすため、私学助成の大幅増額を求める

ものでございます。請願事項は５項目ありま

すので、それぞれの項目の現状について御説

明申し上げます。 

 まず１点目は、私立学校の経常費補助金の

公立学校教育費の２分の１までの増額を求め

るものです。 

 本年度予算では、私学全体で約83億円、う

ち中学及び高校で57億円の経常費を措置して

います。予算額、生徒１人当たりの単価とも

に伸びております。 

 ２点目は、就学支援金への県費負担制度の

創設及び年収350万円以下の家庭の授業料無

償化を求めるものです。 

 ことし４月から、国の高等学校等就学支援

金制度の改正で、低所得者世帯への支援が充

実され、年収590万円未満の世帯に対する就

学支援金の支給額が増額されています。 

 また、本県独自の支援として、留年などに

より在学期間が36月を超え、国の就学支援金

を受けられない生徒に対しても、従来から県

費負担による就学支援金を支給しています。 

 また、授業料以外の教育への支援として、

国公私立に通う高校生徒のいる低所得者の世

帯に対する国の支援制度創設を受け、本県に

おいても、奨学のための給付金制度を新しく

設け、支援を行っております。 

 ３点目は、授業料等減免制度における学校

負担５分の１の撤廃を求めるものです。 

 この授業料減免補助の割合につきまして

は、平成16年度に減免額を増額するなど、補

助制度を充実した際に、県と学校が協力して

支援に取り組むとの趣旨で学校の理解をいた

だき、それまでの定額補助から県が８割を補

助する定率補助に変更したものです。 

 ４点目は、私立学校における特別支援教育

制度の充実のための予算措置を求めるもので

す。 

 県といたしましては、発達障害など特別な

支援を要する生徒の受け入れを行っている学

校に対する経常費補助の加算や、退職教員等

を活用して、授業料補助等を行う場合の経費

に対する補助を行っています。また、専門的

知識を有する特別支援相談員を学校に派遣

し、学校の相談に対応するとともに、校内の

支援体制の向上等を図っています。 

 ５点目は、非正規雇用の専任化を推進する
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臨時特別助成制度の創設を求めるものです。 

 教員の数については、高等学校設置基準に

基づき、適正な数を確保するようになってお

ります。県では、経常費補助において、専任

教員の数を算定項目の一つとし、各学校にお

ける適正な専任教員の数の確保を支援してい

るところです。 

 請願の各項目の説明は以上ですが、去る９

月県議会におきまして、熊本県私立中学高等

学校協会及び熊本県私立中学高等学校保護者

会から、私学助成の充実を求める請願がなさ

れ、採択されて国に意見書が提出されており

ます。 

 ９月県議会の請願と今回の請願は、ともに

私学助成の充実を求めるものでございます

が、９月県議会の請願は、私学助成の一層の

充実が図られるよう、国に対し意見書の提出

を求めるものでございました。今回の請願

は、国に対しての要望もありますが、主とし

て県に対し予算上の対応を求めるものでござ

います。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 次に、採決に入ります。 

 請第52号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢採択」「不採択」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 採択、不採択、両方の意

見がありますので、採択についてお諮りしま

す。 

 請第52号を採択することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

  （賛成者挙手) 

○田代国広委員長 挙手尐数と認めます。よ

って、請第52号は、不採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、継続審査となっております請願第50

号を議題とし、これについて審査を行いま

す。 

 それでは、請第50号県立能楽堂建設及び附

属美術館建設推進に関する請願について、執

行部から状況の説明をお願いします。 

 

○吉永文化企画課長 文化企画課でございま

す。 

 前回に引き続きでございますので、簡潔に

申し上げます。 

 能楽堂につきましては、平成10年、県にお

いて基本構想を策定いたしましたけれども、

平成13年の財政健全化に伴いまして、着工凍

結となったところでございます。 

 昨年、文化議連及び文化協会から要望、さ

らに２月議会での一般質問を受けまして、本

年５月、県と熊本市の事務ベースによる会議

を立ち上げ、検討しているところでございま

す。去る９月議会で継続となって以降も、引

き続き事務ベースでの検討を行っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。――なければ、これで

質疑を終了します。 

 次に、採決に入ります。 

 請第50号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢継続」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 継続という意見がありま

すので、継続についてお諮りいたします。 

 請第50号を継続審査とすることに御異議あ

りませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第50号は、継続審査とすることに
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決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 御異議なしと認め、その

ように取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が３件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から報告をお願いしま

す。 

 

○岡田危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 熊本県地域防災計画の見直し修正事項に関

する取り組み状況について、資料１の１ペー

ジ及び２ページの概要を使って御説明をいた

します。 

 １ページをごらんください。 

 まず、地域防災計画の修正についてでござ

いますが、平成23年３月に発生しました東日

本大震災を契機といたしまして、本県では、

初めて実施しました本格的な地震・津波被害

想定調査の結果や、平成24年７月に発生いた

しました熊本広域大水害の災害対応に係る検

証報告などを踏まえまして、平成24年から26

年度の３カ年度にわたり、１ページに記載し

ております８つの視点で大幅な見直し修正を

行っているところでございます。 

 ８つの視点と主な修正項目につきまして

は、記載しているとおりでございまして、１

番目の視点の情報収集、伝達体制の充実か

ら、最後８番目の視点の災害に強いまちづく

りの推進まで、計84項目の計画修正を行って

おります。 

 この取り組み状況につきましては、昨年12

月の総務常任委員会にも御報告させていただ

いており、一番上に記載しておりますとお

り、昨年度の報告から変動があった箇所につ

きましては下線を引いております。 

 ２ページをお開きください。 

 次に、修正事項に関する現在の取り組み状

況についてでございますが、84項目のうち、

新たに完了いたしました広域災害時における

ＤＭＡＴ等の派遣及び受け入れ体制の整備

と、要配慮者の避難生活における負担軽減の

ためのホテル・旅館関係団体との協定締結を

含めまして、計22項目につきましては、現在

までに既にその取り組みが完了しておりま

す。 

 また、県防災情報メールサービス登録者数

など、その取り組み状況が数値化できる19項

目につきましては、目標値を設定して計画的

な取り組みを行っているところでございま

す。 

 ２ページの中ほどに、その現状の数値を、

東日本大震災が発生した平成23年３月時点の

数値と比較して記載をいたしております。 

 なお、各機関ヘリ参加の実動訓練の毎年度

の実施等を通じた体制の構築など、毎年度継

続した取り組みが必要な43項目につきまして

も、取り組みを着実に進めているところでご

ざいます。 

 今後も、災害に強い熊本づくりに向け、市

町村や防災関係機関と連携し、計画に基づく

取り組みを着実に進めるとともに、さらなる

防災体制の充実強化を図るため、必要に応じ

て計画のさらなる見直し修正を行っていく予

定でございます。 

 次に、３ページから19ページまでは、84項

目につきまして具体的な取り組み状況を項目

ごとに記載しておりますので、後ほどごらん

いただければと思っております。 

 最後に、20ページをお開きください。 

 本県の自主防災組織の組織率を市町村ごと
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に記載しております。 

 本県の組織率は、10月１日現在で73.4％で

ございまして、網かけをしております19市町

村については100％に達しております。 

 県では、平成28年３月までに組織率を80％

に上げるという目標を掲げて、補助制度の創

設や手引きの作成、配布、支援員の配置、組

織率の低い市町村への個別訪問などを通じま

して組織率向上の働きかけを行っており、今

後も継続して市町村への働きかけを行ってま

いります。 

 説明は以上でございます。 

 

○吉田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 交通政策課から２件御報告をさせていただ

きます。 

 まず、１点目でございます。 

 交通系ＩＣカード利用環境整備事業に付さ

れた附帯決議への対応について御報告をさせ

ていただきます。 

 交通系ＩＣカードの導入につきましては、

去る６月議会において、別紙図の中ほどに記

載しております、全国相互利用カードが県内

で使えるようにするための、いわゆる片利用

機能の構築への県の支援について御審議をい

ただきましたが、その際、附帯決議が付され

たところでございます。 

 これを受け、バス事業者等関係事業者にお

いて、県内のバス等で利用できる地域カード

のサービス内容について、改めて検討が重ね

られました。その結果、附帯決議において示

されました２つの項目への対応がおおむね固

まりましたので御説明いたします。 

 まず、１つ目の日常生活の重要な移動手段

として公共交通機関を利用している高齢者や

学生に対するサービスについて、最大限努力

することへの対応を御説明いたします。 

 まず、高齢者向けのサービスとして、当初

導入が未定でありましたおでかけ乗車券等の

サービスが、現行と同様に提供されることと

なりました。 

 学生向けのサービスにつきましては、廃止

が予定されておりました学生カードが発行さ

れることになり、ポイントが一般カードの２

倍、さらには、ボーナスポイントも、一般カ

ードに50ポイント加算というサービスが提供

されることになりました。利用状況により、

利用額の最大７％のポイントが付与されるこ

ととなります。 

 次ページをお開きください。 

 次に、２つ目の地域カードの導入により、

利用者の利益や地域経済の活性化に資するさ

まざまな独自サービスが提供されるなど、県

民にとって利便性の高いカードとすることへ

の対応について説明いたします。 

 交通と商業、それぞれのポイントを相互に

利用できるシステムが構築され、交通、商業

に同率ポイント付与や、交通ポイントは、電

子マネーへ変換することなく、商業施設で利

用可能とのサービスが提供されます。 

 また、ボランティアポイントの創設や観光

地間の連携等、地域振興に資する取り組みが

行われることとなりました。 

 以上、簡単に御説明いたしましたが、附帯

決議によりサービスが充実したこの熊本地域

振興ＩＣカードが県民に広く普及するよう、

県としても取り組んでまいります。 

 以上が交通系ＩＣカード利用環境整備事業

に付された附帯決議への対応についてでござ

います。 

 次に、空港ライナー試験運行の概況につい

てでございます。 

 これは、試験運行開始からことし９月で丸

３年を経過いたしましたので、その概況につ

いて御報告をさせていただくものでございま

す。 

 まず、空港ライナーの目的でございます。 

 阿蘇くまもと空港へのアクセス強化は、本

県の交通政策の大きな課題と認識しておりま
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すが、この空港ライナーは、大空港構想のも

と、定時性が確保された鉄道ネットワークを

活用した交通システムの確立を目指すもので

ございます。 

 次に、試験運行の概要でございます。 

 鉄道から乗りかえて空港に行くという発想

自体が認知されておりませんでしたので、ま

ずは空港ライナーの認知度を高め、定着を図

るとともに、運行体制等のノウハウを蓄積す

ることを目的に実施してまいりました。 

 平成23年10月から運行を開始し、ＪＲ肥後

大津駅から阿蘇くまもと空港までの約７キロ

メートルの区間、全ての空港発着便に対応す

るため、１日45便、無料で運行しておりま

す。 

 運行は、熊本県、大津町や空港ビルディン

グ等で構成する阿蘇くまもと空港ライナー運

営検討協議会が大津地区のタクシーグループ

に委託しており、約3,400万円の運行経費を

要しております。 

 次のページをお開きください。 

 利用実績でございます。 

 利用者数は、年々着実に増加し、この３年

間で延べ約17万人の方々に御利用いただいて

おります。１日当たりの利用者数も、目安と

した200人に近づいているところでございま

す。 

 あわせて、この３年間では、鉄道と航空便

にスムーズに接続するダイヤの設定や効率的

な運行体制の確立、さらには乗車定員超過時

でも全便積み残しのないような対応、さらに

利用者へのおもてなしの向上など、運行に関

するさまざまなノウハウを蓄積してまいりま

した。 

 次ページをごらんください。 

 今後に向けての課題を整理しております。 

 まず、現状として、平成25年度の空港利用

者数は、県の新４カ年戦略に掲げております

目標の300万人を突破いたしました。空港利

用者の増加は、熊本の拠点性向上や経済効果

を生み出します。一方、近年は、近隣空港と

の競争がますます激化しております。また、

空港への定時性アクセスの強化というものも

求められております。 

 こうした中、ことし10月からは、ＬＣＣや

台湾・高雄の定期チャーター便の就航によ

り、今後大幅な増加が見込まれる空港利用者

への対応として、空港の駐車場不足や交通渋

滞の解消、排気ガスの抑制等を進める観点か

ら、自家用利用者からの転換を確実に図るた

め、県内全域を見渡し、空港ライナーだけで

はなく、リムジンバス等各公共交通モードの

アクセス分担をいかに高めていくかが大きな

課題というふうに考えております。 

 そうした中で、県内外につながり、定時性

が確保され、鉄道ネットワークを活用した空

港ライナーの役割というものは今後も大きく

なるものと考えておりますが、次年度以降の

運行については、現在そのあり方を検討して

いるところでございます。 

 以上、空港ライナーの試験運行の概要につ

いて御報告をさせていただきました。 

 

○田代国広委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○前田憲秀委員 今御説明いただいた空港ラ

イナーからお尋ねをしたいんですが、２ペー

ジ目で、利用者の数字の報告があっておりま

す。ことしの９月までで３万4,580人という

ことで、１年間に概算すると、７万人程度見

込めるのかなという予想が立つわけですけれ

ども、今の御説明でも、非常に、ノウハウの

蓄積の部分でも、私も何回か利用させてもら

いましたけれども、利便性もよくなって、利

用する側からすれば、大変有効な移動手段な

のかなと思っています。 

 ことし１年間が仮に７万人と予想すれば、

単純で１人500円いただければこの予算を賄
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うわけですけれども、無料試験運行期間がも

う３年なんですけれども、どうなんでしょう

か、料金徴収をすべきなのか、無料でずっと

やるのか。さまざま意見が出ているんでしょ

うけれども、幾らぐらいが妥当とか、そうい

う話は出ているのか、そこら辺をお尋ねした

いんですけれども。 

 

○吉田交通政策課長 今先生から御指摘あり

ましたとおり、空港ライナーについては、利

用者数は今伸びているところでございます。 

 それで、無料か有料かという料金面のお話

を今いただきましたが、我々といたしまして

は、今、先ほど私が御説明したとおり、今後

空港の利用者数が伸びる中で、空港の拠点性

を高めていく空港アクセスというものを確保

していく、さらに、いろんな交通モードのア

クセス分担をどうしていくのかという中で、

今後、整理をして、検討を進めていきたいと

いうふうに思っております。 

 

○前田憲秀委員 じゃあ、まだその判断まで

は至っていないという現状認識でよろしいん

でしょうか。 

 

○吉田交通政策課長 おっしゃるとおりでご

ざいます。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。 

 あと１点だけよろしいですか。 

 ＩＣカードについてもお尋ねをしたいんで

すが、附帯決議に対して、非常に有効性のあ

る対応を打っていただいたという報告、認識

でございます。 

 そもそもの片利用についてですけれども、

再来年、28年の３月からの予定になっており

ますが、そもそも熊本市電がことしの３月、

来年の４月にくまモンのＩＣカード、いよい

よ地域カードがスタートすると。片利用は再

来年の３月。この片利用も、おくれなく予定

どおり実行するという見込み、大丈夫でしょ

うか。 

 

○吉田交通政策課長 片利用の時期でござい

ますけれども、今のところ予定どおりという

ことで聞いております。 

 

○前田憲秀委員 ぜひおくれることのないよ

うに、また、これまでもさまざま、いろいろ

片利用の有効性とかも語ってまいりましたの

で、しっかり利用できる、全国にアピールで

きる全国唯一のシステムになると私は思って

おりますので、そこら辺のアピールもぜひよ

ろしくお願いしたいと思っています。要望で

す。 

 

○荒木章博委員 今、部分的に関連する分も

あるんですけれども、空港ライナーの試験運

行で、今の台湾便とＬＣＣのジェットスター

の乗客が見込まれるということなんですけれ

ども、ジェットスターは、運航して、どうで

すか、状況としては。それをお尋ねします。 

 

○吉田交通政策課長 今ジェットスターの搭

乗率等についてお尋ねいただきましたけれど

も、ジェットスターについては、なかなか数

字を対外的に公表していない部分がありま

す。それは熊本に限らず、全国どこに行って

もそういうことで、細かい単位では数字を出

していただいてはいないんですけれども、

今、やはり８月に決まって、10月26日からと

いうことで、ＬＣＣ認知度というのが一つの

武器でございますので、多尐当初想定したよ

りも搭乗率が低いような話は聞いております

が、ただ、他の空港も、就航当初はそれほど

搭乗率が高くなく、認知度とともに上がって

いくというふうに聞いておりますので、そう

いったジェットスターの認知度向上の取り組

みも、県として応援していきたいというふう

に思っております。 
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○荒木章博委員 この空港ライナーも、ＬＣ

Ｃや台湾便や――台湾便は臨時便ですから

ね。そういったのに大きく見込まれるという

ことを課長がみずから言ったわけですから

ね。落ちないように、ＬＣＣのいろんな応

援、啓発あたりも取り組んでいかれればなと

思っています。思った以上に搭乗率が伸びて

ないというふうに認識を私はしているもので

すから、そういうところの、まあ言葉だけで

はなくて、空港ライナーにも響くことですか

らね。 

 それと、空港ライナーは、行きと帰りとい

うのがあるんですよね、空港に着いてから乗

る分と大津駅から行く分と。この格差という

のは、どのくらい見ておられますか。格差と

いうか、駅から行く分と空港からそれにまた

乗っていく分は、データは出されています

か。 

 

○吉田交通政策課長 先生の御趣旨は、人数

がどれだけ差が生まれているか…… 

 

○荒木章博委員 そうです。 

 

○吉田交通政策課長 済みません、手元にそ

こまで詳しいデータは今ないので、調べてま

た御報告をさせてください。 

 

○荒木章博委員 非常に、大津駅まで行って

乗っていく分は、私の認識では多いような感

じがするんです。着いてからは、どうしても

尐ないような感じがするんですね。だから、

そういったところで時刻表を、乗ったタクシ

ーやバスに、帰りの時刻表、大津駅から熊本

駅までとか、大津駅から阿蘇までとか、そう

いうものを配るとか、そういうところも丁寧

にやる努力が必要じゃないかなと私は思うん

ですけれども、いかがですか。 

 

○吉田交通政策課長 そういう意味では、先

ほど適切なアクセスの分担というふうに申し

上げましたけれども、そういった形で、鉄軌

道経由で利用される方のそういう利便性と

か、情報がしっかり提供されるよう、勉強を

させていただきたいというように思っており

ます。 

 

○荒木章博委員 あんまり勉強ばっかりせん

でよかっですよ。簡単なことですよ。だか

ら、空港に着いて、アクセスがどのくらい時

間かかるか、その時間帯によって変わるんで

すけれども、大津駅の時間が大体何時ごろに

着くだろう、そうした場合に、列車の上下の

出発時刻を提示する、その簡単なやつをタク

シーかバス会社にあげればいいんじゃないか

なと思うんですよね。だから、勉強とかなん

とかの問題じゃないんですよ。そういう利便

性を考えて、空港ライナーを上げようとする

のであれば、今後、また来年度も予算をつけ

て――今検討中ということですけれども、ま

た来年もつけるわけでしょうから、その方針

でいくはずですから、たった３年で終わるわ

けじゃないからですね。そして、お金を取る

か取らぬかは、その後の問題なんですけれど

も。 

 そこで、坂本さんですか、担当は。私の意

見に対して、どう思われるかなと思って。 

 

○坂本交通政策・情報局長 まさに利用者の

方の利便性を高めるための努力をしていくと

いう中では、今のは非常に有効な手段だと思

いますので、すぐにでも検討させていただき

たいと思います。 

 

○荒木章博委員 そういう意味で、帰りの時

刻で乗り継ぎに時間がかかるというと、みん

なタクシーとかバスとかで帰るわけですよ。

そうすると、また車も自家用でも行くわけで

すよ。そういった中で、その時刻を知らせて
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あげるということも一つの利便性につながる

んじゃないかなというふうに思うものだか

ら、今のところを指摘したんですね。 

 じゃあ、最後にもう１点。 

 熊本県の地域防災計画の見直しということ

で、今ここに説明をされて、後は読んどって

くれということで言われたんですけれども、

私もよく読んでないんですけれども、その中

で、それは前半に聞くべきだったかもしれぬ

けど、防災情報通信基盤整備事業というのが

60億ということで、今回、熊本県が、防災に

対する、県防災ヘリから、各事業所やら各消

防からあらゆる、60億という改正をされたと

思うんですね。 

 熊本県も、御案内のとおり、いろんな、沿

岸を含めた、16億をかけて整備をして――き

のう、熊本市の危機管理監の本田さんとも話

をして、県の取り組みというのは全然まだ認

識をしてなかったということで、熊本市は３

分の１の住民がいるわけですので、そういう

ところの連携がとれていたのかな、十分にで

すね。まあ、県がやる分だから、熊本市は一

市ですから関係ないかもしれぬけれども、危

機防災課は全部寄って、県の取り組みあたり

をちょっとお話をして、非常に驚いて、県の

対応についてですね。時を得た――自分たち

も取り組んでいますけれども、県がこれだけ

やられるなら、私たちも関心を持って、ま

た、本当に取り組みに対して敬意を表したい

なということなんですけれども、今後、もち

ろん熊本市との防災あたりとも取り組んでい

かれると思うんですけれども、そこあたりを

市ともいろいろ相談されながらやられている

のかなと思ってですね。お尋ねします。 

 

○岡田危機管理防災課長 今回再整備をいた

します防災行政無線システムでございます

が、これは県と市町村とそれから防災関係機

関、これは消防本部も含みますが、こういっ

た機関との情報連携をするための通信基盤設

備でございます。 

 現行も既にその設備はございますが、設置

後20年が経過をしておりまして、老朽化が著

しいということで、今回再構築をさせていた

だくというふうなものでございます。 

 熊本市との連携でございますが、市町村

は、県や防災機関から得た情報をそれぞれの

住民の皆様方にお伝えする手段ということ

で、市町村単位で防災行政無線等の設備を進

められております。 

 これにつきましては、県内の市町村と十分

連携を図りながら、県の取り組み等も詳しく

丁寧に説明をいたしまして、取り組みを進め

ております。特に熊本市との関係ということ

でのお尋ねでございますが、常に連絡を取り

合って連携をしているというふうな認識でお

ります。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 まあ、これだけ、20年もた

って、60億という予算をかけて、今回議案で

可決をしていくわけですので、どうぞそうい

った意味で県市連絡をとりながら今後もやっ

ていただきたいと。これは本当に僕は、よき

時機を得て取り組まれたなというふうに思っ

ております。今後ともよろしくお願いしてお

きます。 

 

○田代国広委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○内野幸喜委員 この防災の件で、阿蘇の噴

火の件とかいろいろあって、この中に災害に

強い基盤整備とあるんですね、一番最後のペ

ージ19ページ。広域防災活動拠点の整備促

進、阿蘇くまもと空港についてです。 

 先月、11月27日だったですかね、飛行機が

ほとんどが欠航したんですよね。これから災

害に強い基盤整備、災害に強い空港となった

ときに、一つの課題というか、これが浮き彫
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りになったような感じがしました。そういっ

たことについて、今どういうふうな認識を持

っていらっしゃるのかというのをちょっとお

聞かせいただければなと思います。 

 

○岡田危機管理防災課長 11月25日に活動が

活発化しました阿蘇山につきましては、委員

御指摘のとおり、初期の段階で阿蘇くまもと

空港が降灰のために欠航が相次いだというふ

うなことがあっております。 

 火山灰の排出につきましては、噴火した結

果で火山灰が降るわけでございますが、気象

情報、風向きとか、そういったものに大きく

左右するものでございまして、降灰を伴う噴

火というのは久々の事象でございまして、そ

ういったところに対して対応、まあ対応とい

いますか、自然現象でございますので、空港

を含めたところでどういった対応がとれるか

というのは非常に難しゅうございますけれど

も、状況としては、風向きの予測ですとか、

そういったものを細かく、早目に住民の皆様

方にお知らせするというふうなことを、気象

台とともに取り組んでいるところでございま

す。 

 

○内野幸喜委員 今回はそんな大きな噴火に

はなってないんですけれども、これはひょっ

としたら大噴火を起こすかもしれない。これ

も一つの災害ですね。当然大きな自然災害。

そういったこともこれから起こり得るかもし

れない中で、阿蘇くまもと空港を防災拠点の

空港と熊本県としては考えているわけです

ね。そういったことも起こり得るかもしれな

いという中で、これからちょっと考えていく

べきかなというように思うんですね。今回の

件が一つのきっかけとして、そういったこと

も踏まえながらやっぱり考えていくべきかな

というふうに思います。それはもう答弁は要

らないです。 

 

○西聖一委員 済みません、またライナーの

話に戻って恐縮ですけれども、前から言われ

ているんですけれども、タクシーの利用は大

津地区のタクシーグループに委託していると

いう話で、最近はジャンボタクシーも出てき

たので、それなりにぴしっとしているんです

けれども、一般の乗り入れのタクシーもある

中で、大津地区のタクシーだけに空港ライナ

ーの優先をやっているというのはすごく不満

があるみたいなんですよ。最近人数もふえて

いるようで、応援車両も速やかにという話で

すけれども、それでも大津地区のタクシー会

社に応援を頼んでいるのかどうかを確認した

いと思うんですが。 

 

○吉田交通政策課長 応援便につきまして

は、大津地区のタクシーでございます。 

 

○西聖一委員 ですから、補助金は平等に使

われるのが原則であって、利用者はどこのタ

クシーでも構わないんですよね。ただ、供給

する側のほうで、その地区限定にしていると

いうのは、乗り入れている会社がなければ別

にいいんですけれども、乗り入れている個人

とかタクシーがある中で、差別化されている

という、同じ県民としての意識がすごくクレ

ームとして来るので、そこも改善していただ

ければと、私はお願いしたいと思います。 

 以上です。要望で結構です。 

 

○髙野洋介委員 空港ライナーなんですけれ

ども、これは昨年度が６万2,000人利用され

たということなんですけれども、そのうち逆

にＪＲの利用がない人というのは大体どのく

らいいらっしゃるんですか。 

 

○吉田交通政策課長 今の髙野先生の御質問

でございますが、ＪＲの利用がない、いわゆ

るＪＲに乗りかえていない方については、ア

ンケートによれば４割程度でございます。 
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○髙野洋介委員 ４割といったら、この趣旨

が、大体鉄道ネットワークを活用した交通シ

ステムを構築するという趣旨なんですけれど

も、私は、この空港ライナーに対して否定的

なことは言いたくないんですが、先ほど前田

委員も言われましたが、試験運行なんですよ

ね。私、個人的には、早く、この試験運行と

いう、試験をとってもいいんじゃないかなと

いうふうに思っています。 

 といいますのが、皆さん方が努力されてい

ますから、非常に利用者もふえてきていると

いうことで、定着はしつつあると思うんです

よ。ですから、来年度の予算に関しては、多

分２月議会で計上されるとは思うんですが、

その際、運行経費の負担のこともありますの

で、もう一回ここは検討して、きちんと今後

の空港ライナーのあり方というのを、やっぱ

りみんなが納得するような形でしないと、不

満――先ほど西先生も言われましたが、不満

がある県民もいらっしゃいます。全く空港ラ

イナーに縁もゆかりもない方、逆に使ったほ

うが悪くなるという方々もいらっしゃいます

から、これは大空港構想の一つなら、来年度

からのこの大空港構想というのを、みんなが

ちゃんとわかるような形でビジョンを示した

ほうがいいと思うんですよね。その一つのツ

ールとして空港ライナーがあったり、県北は

県北に対しての、大空港構想に対してのあり

方、県南は県南という形で、一回トータル

で、単発、単発でするんじゃなくて、するべ

きだというふうに思っていますが、そこら辺

の意識はございますか。 

 

○吉田交通政策課長 委員御指摘の試験運行

という部分でございますけれども、試験運行

という形で始めて３年が経過しました。そう

いう中で、いろんなノウハウと課題が見えて

きたところでございます。 

 今委員から御指摘いただきましたとおり、

その交通ネットワークとして、アクセスとし

てどうなのかという部分というところも含め

て、今後検討して、また御説明をさせていた

だければというふうに思っております。 

 

○髙野洋介委員 そして、最後に言っておき

ますけれども、ＪＲ九州のこの運行経費に名

前が載ってないんですよね。ですから、ＪＲ

九州にとってはプラスですから、そこもある

程度費用負担をしてもらいながら、お願いを

して、幾らというのは別として、ある程度み

んなで出し合ってするということだと思いま

すし、先ほど西先生が言われました大津に関

しては、多分この大津町が費用負担を払って

いるから、ある程度大津のタクシー会社に頼

んでいるという位置づけはわかりますけれど

も、そこも含めて、今後きちんと検討のほう

をよろしくお願いいたします。要望で大丈夫

です。 

 

○田代国広委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○荒木章博委員 この前、０番線の件で、企

画振興部長には、厳しい、失礼なことも申し

たかもしれません。私も地元でおりますし、

沿線には内野先生初め多くの先生方もいらっ

しゃいますし、一つのＭＩＣＥ事業でも300

億というのは、非常に市民の税金としてそれ

を使うのは、いろんな御意見が出ています。 

 しかし、ＪＲ九州としては、数千億の県民

の税金、国の税金を使って、新幹線というの

は100％税金で製作をされた。その後、大分

が、今テレビで見ていますと、かなりの、2,

300人かな、2,000数百人の雇用体制で募集に

かかっていると。ということは、大分の経済
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も、2,000人の雇用が始まったんだというこ

とで、熊本からも受けに行くというような状

況まで聞いている。 

 こういった中で、そのときの――私は、新

聞記事を見たときに、それは感性の甘さとい

うか、感性というか、ひょっとしたらという

ような、そういう危機感をやっぱり持つべき

だということで申し述べたと思うんですよ

ね。そして、予算説明のときに知事にもその

ことを言いましたところ、顧問、相談役、会

長には――社長にはまだお会いされてないよ

うですけれども、３役にはお話をして、信頼

関係があるということで、もし平家であるな

らば私に相談があるはずだというふうに断言

されたから、私も、そのことは了として理解

しますということで言ったわけですよ。 

 そういった意味で、これだけの200億円か

ら300億円かかる建物が平家になってしまう

ということであれば、熊本県を挙げた税金体

制とか、そういうのにも――今までこれだけ

努力をして、熊本県は待望論で待っていたわ

けですから、ＭＩＣＥ事業とは違うわけです

から、そして、ＪＲ自体も一部上場を目指す

わけですから、ここで一部上場を目指す会社

がこんな汚点を残したならば、これは大変な

ことになるということで、尐しの安堵はあり

ますけれどもですね。 

 その後、この担当部局においては、私の質

問からどういった動きをされたのか、お尋ね

したいと思っているんですね。 

 

○横井地域振興課長 ０番線の件につきまし

ては、あの報道の中身につきまして、11月20

日に、ＪＲ九州の本社に部長と局長と話を聞

きに参りました。 

 そのときのＪＲ九州の話では、土地の有効

利用という観点から、平家というのはちょっ

と考えられないというお話でございました。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 それで安心しましたけれど

も、平家というのは考えられない、どなたが

言われたのか、お尋ねしたいと思います。 

 

○横井地域振興課長 常務取締役でございま

す。 

 

○荒木章博委員 そこで、安心を、地元の一

人として、また県議としても安心をするわけ

ですけれども、今後も、本年度中に、３月ま

でに規模、そこの形態あたりも説明してほし

いと思います。 

 

○横井地域振興課長 ＪＲ九州の話では、先

生おっしゃるとおり、本年度中、来年の３月

までに、容積率から逆算した大体の大きさ

と、あとゾーニングといいますか、例えば飲

食ゾーン、シネマゾーン、ショッピングゾー

ン、そういうイメージを来年の３月までに示

すということでございました。その後、１年

ぐらいかけまして、県とか市の意見も聞きな

がら詳細な内容を詰めていくという話でござ

いました。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 ３月までに容積、ゾーンを

計画するということで、その１年後に県、市

に相談をしていくということで、今回答をい

ただきましたけれども、３月の容積率によっ

て――それを申請するわけですので、ある程

度ですね。そのとき、ゾーンももちろんです

けれども、その容積率の規模によってどれだ

けの規模かということはすぐ推定できるわけ

ですので、引き続き部長にも御努力をいただ

いて、できるだけゾーンも、飲食ゾーンとか

シネマゾーンとか、そういったものを含めて

努力をしていきたいと思うんですけれども、

再度部長にお尋ねしたいと思います。 

 

○島崎企画振興部長 今お話ありましたけれ
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ども、そういった駅ビルのところが、熊本に

ふさわしい、利便性が高くて、非常に役立つ

ものとなるように、私自身精いっぱいやって

いこうと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

○荒木章博委員 じゃあ、もうこれ以上私も

ですね、まあお会いになって、安堵して、本

来ならばあのときに答えていただいたらよか

ったかなと思うんですけれどもね。 

 引き続き努力をしていただいて、容積率も

今から、最終段階に入っていると思うんです

けれども、今、最初も言いましたとおり、大

分では2,000人から3,000人の雇用になると。

そういったところで、県民百貨店もなくな

り、1,000数百人の人たちの雇用問題も、ま

あ受け入れるところもあるわけですけれど

も、そういったところのやっぱり2,000人、

3,000人の雇用が始まるということは、やっ

ぱり今からの６年先に向けた一つの建築、ま

あでき上がるのはその後になりますけれど

も、そういった今の中高生たちの将来の働き

場とか経済浮揚とか、だから、ＭＩＣＥ事業

と連携して、熊本県と市が取り組んでいって

いただきますように、今後も重ねてお願いを

して終わります。 

 

○田代国広委員長 要望ですか。 

 

○荒木章博委員 はい、要望です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。―

―なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。  

 最後に、陳情書等が４件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 次回の委員会については、１月26日月曜日

午前10時からを予定しております。なお、正

式通知については、後日文書で行いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

 お疲れでした。 

  午前11時33分閉会 
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